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臨時休業に伴う給食費の取り扱いについて 

 

平素より本校への教育活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

今回の臨時休業に伴って予定されていた給食が中止となりました。事前に徴収済みの給

食費の取り扱いについて下記の通り対応させていただきたく、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

記 

１．卒業生の対応 

・３１８円×実施されなかった日数分を卒業式の受付で返金します。 

・当日、印鑑をご持参下さい。 

２．在校生の対応 

・次年度に繰越し４月分で精算します。 

３．転出及び返金のある生徒の対応 

・個別に学級担任から連絡します。 

以上 
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